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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範

　

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
市
町
村
課
）　
　

一

〇
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
疾
病･

感
染
症
対
策
室
）　
　

一

〇
特
定
疾
患
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
特
定
疾
患
の
治
療
に
係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

二

告　
　
　

示

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請 
（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 
（
障
害
福
祉
課
）　
　

四

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可 
（
農
業
振
興
課
）　
　

四

〇
海
岸
保
全
区
域
の
指
定 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　
　

六

〇
県
道
の
路
線
変
更 

（
道　

路　

課
）　
　

六

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　
　

六

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

九

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　
　

九

〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

九

公　
　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表 

（
財　

政　

課
）　

一
〇

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
教
育
庁
教
育
企
画
室
）　

一
〇

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

一
一

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
一

収
用
委
員
会

〇
国
道
四
十
五
号
立
沢
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定 

一
一

〇
国
道
四
十
五
号
立
沢
事
件
審
理
の
開
始 

一
七

〇
国
道
四
十
五
号
立
沢
事
件
公
示
に
よ
る
通
知 

一
七

〇
鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
鎌
巻
二
号
事
件
公
示
に
よ
る
通
知 

一
八

規　
　
　

則

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
交
付
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
六
号

　
　
　

 

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二

年
宮
城
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
二
の
項
ロ
中
「
特
定
疾
患
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
」
を
「
指
定
難
病
等
に
係
る
訪
問
看
護
費

用
交
付
規
則
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
特
定
疾
患
の
治
療
に
係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則
」
を
「
指
定
難
病
等
の
治

療
に
係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
交
付
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
七
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。」
を
削
る
。

　

第
二
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
三　
削
除

　

様
式
第
三
号
の
二
か
ら
様
式
第
三
号
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
の
二
か
ら
様
式
第
三
号
の
四
ま
で　

削
除

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
の
申
請

を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
児
童

福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

特
定
疾
患
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
八
号

　
　
　

特
定
疾
患
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
疾
患
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

指
定
難
病
等
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則

　

第
一
条
中
「
を
し
て
い
る
」
の
下
に
「
指
定
難
病
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
、「
当
該
」
の
下
に
「
指
定

難
病
又
は
」
を
加
え
る
。

る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則

」
を
「指

定
難
病
等
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「訪

問
看
護
費
用
交
付
規
則

」
を
「指

定
難
病
等
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則

」
に
、

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

特
定
疾
患
の
治
療
に
係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
九
号

　
　
　

特
定
疾
患
の
治
療
に
係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
疾
患
の
治
療
に
係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

指
定
難
病
等
の
治
療
に
係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
則
は
、」
の
下
に
「
指
定
難
病
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
難
病
法
」
と
い
う
。）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、

小
児
慢
性
特
定
疾
病
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
小
児

慢
性
特
定
疾
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
」
を
加
え
、「
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

二
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
慢
性
疾
患
（
同
条
に
規
定
す
る
当
該
疾
患
の
状
態
が
当
該
疾
患

　

様
式
第
一
号
中 「

疾
　
患
　
名

特
定
疾
患

医
療
受
給

者
証
番
号

」

を

「
指
定
難
病
名

又
は

特
定
疾
患
名

特
定
医
療
費
（
指

定
難
病
）
医
療
受

給
者
証
番
号
又
は

特
定
疾
患
医
療

受
給
者
証
番
号

」

に
、「

特
定
疾
患
に
係

「

疾
　
患
　
名

特
定
疾
患

医
療
受
給

者
証
番
号

」

を

「
指
定
難
病
名

又
は

特
定
疾
患
名

特
定
医
療
費
（
指

定
難
病
）
医
療
受

給
者
証
番
号
又
は

特
定
疾
患
医
療

受
給
者
証
番
号

」

に
改
め
る
。
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ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
に
あ
る
も
の
に
限
る
。）
及
び
」
を
削
り
、「
児
童
等
の
う
ち
」
を
「
者
の
う
ち
、

指
定
難
病
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
又
は
」
に
改
め
、「
診
療
所
」
の
下
に
「（
指
定
難
病
の
治
療
に
あ
っ
て
は
難
病
法
第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
に
限
り
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
治
療
に
あ
っ
て
は
児
童
福
祉
法
第
六
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
中
「
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
の
承
認
」

を
「
難
病
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
、
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給

認
定
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
二
条
の
三
第
一
項
の
承
認
」
を
「
難
病
法
第
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
給
認
定
、
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
」
に
改
め
る
。

費

（指
定
難
病

）医
療
受
給
者
証
，
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
医
療
受
給
者
証
又
は
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

」
に

改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「特

定
疾
患

」
を
「指

定
難
病
等

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「特

定
疾
患
医
療
受
給
者
証
又
は
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
受
診
券

」
を
「特

定
医
療
費

（指
定
難

病

）医
療
受
給
者
証
，
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
医
療
受
給
者
証
又
は
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
規
則
第

八
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
り
同
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭

和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
に
係
る
指
定
難
病
等
の
治
療
に

係
る
通
院
介
護
費
用
交
付
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
七
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に

関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
サ
ユ
ウ
宮
城

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
旭
ケ
丘
一
丁
目
二
十
九
番
三
十
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

佐
藤　

勇
輝

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町
ま
い
の
三
丁
目
二
番
一
、
二
、
三
、
四
、
五

三　

新
設
又
は
変
更
の
別

　
　

新
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類　

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設

五　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

　
　

金
属
く
ず

　
　

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

六　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
一
日

七　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
二
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で
）

八　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
七
年
二
月
十
七
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

　

様
式
第
一
号
中「

特
定
疾
患
の
」

を「
指
定
難
病
等
の
」

に
、「

医
療
受
診
券
の

有
効
期
間
」

を

「
医
療
受
給
者
証

の
有
効
期
間
」

に
、「特

定
疾
患
医
療
受
給
者
証
又
は
小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
受
診
券
」

を「
特
定
医
療
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あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
八
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
九
〇
〇
一
二
〇

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
多
賀

城多
賀
城
市
伝
上
山
三
丁

目
一
番
地
二
十
八
号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

平
成
二
十
七
年

一
月
一
日

〇
四
一
二
六
三
〇
〇
三
〇

ア
イ
エ
ス
エ
フ
ネ
ッ
ト

ラ
イ
フ
松
島

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字

町
七
十
七

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

株
式
会
社
ア
イ

エ
ス
エ
フ
ネ
ッ

ト
ラ
イ
フ

平
成
二
十
七
年

一
月
一
日

〇
四
一
二
六
三
〇
〇
四
八

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
笑
未

宮
城
郡
松
島
町
松
島
字

陰
ノ
浜
九
番
地
の
一

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

株
式
会
社
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
笑

未

平
成
二
十
七
年

一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
九
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
表
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

別
表受

付
番
号

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

26－
0001

熊
谷　

繁
寿

角
田
市
角
田
字
南
四
八

角
田
市
角
田
字
大
沼
二
六
一
番
ほ
か
三
筆

26－
0002

熊
谷　

繁
寿

角
田
市
角
田
字
南
四
八

角
田
市
角
田
字
大
島
北
五
七
番
一
ほ
か
一

筆

26－
0003

櫻
場　

正
弘

角
田
市
横
倉
字
新
田
一
六
四
番
一

角
田
市
豊
室
字
川
南
六
九
番
ほ
か
六
筆

26－
0004

櫻
場　

正
弘

角
田
市
横
倉
字
新
田
一
六
四
番
一

角
田
市
豊
室
字
豊
里
一
〇
二
番
一
ほ
か
四

筆

26－
0005

太
田　

利
夫

角
田
市
笠
島
字
岩
ノ
花
一
一
四

角
田
市
横
倉
字
高
森
七
二
番
ほ
か
二
筆

26－
0006

櫻
場　
　

弘

角
田
市
横
倉
字
新
田
一
七

角
田
市
横
倉
字
左
関
四
〇
番
ほ
か
四
筆

26－
0007

櫻
場　
　

弘

角
田
市
横
倉
字
新
田
一
七

角
田
市
横
倉
字
宮
西
九
番
ほ
か
四
筆

26－
0008

菊
地　

一
夫

角
田
市
岡
字
大
在
家
内
二
一

角
田
市
岡
字
川
南
一
八
一
番
ほ
か
二
筆

26－
0009

柴
崎　

啓
二

角
田
市
小
田
字
戸
ノ
内
一

角
田
市
小
田
字
大
原
二
二
番
五
四
ほ
か
六

筆

26－
0010

小
丸　

弘
一

角
田
市
小
田
字
鹿
島
五
八

角
田
市
小
田
字
一
里
壇
四
二
番
ほ
か
六
筆

26－
0011

門
馬　

希
道

角
田
市
島
田
字
今
泉
一
〇
七

角
田
市
島
田
字
君
内
一
〇
六
番
ほ
か
四
筆

26－
0012

門
馬　

希
道

角
田
市
島
田
字
今
泉
一
〇
七

角
田
市
島
田
字
君
内
七
二
番
ほ
か
四
筆

26－
0013

門
馬　

希
道

角
田
市
島
田
字
今
泉
一
〇
七

角
田
市
島
田
字
君
内
一
六
四
番
ほ
か
一
筆

26－
0014

森　
　

勝
宏　

角
田
市
尾
山
字
荒
町
五
二
番
一

角
田
市
尾
山
字
高
橋
一
二
七
番
ほ
か
二
筆

26－
0015

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
尾
山
字
校
前
七
六
番
ほ
か
四
筆

26－
0016

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
尾
山
字
山
入
九
八
番
ほ
か
二
筆

26－
0017

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
島
田
字
宝
作
一
〇
二
番
一
ほ
か
七

筆

26－
0018

農
事
組
合
法
人

舘
島
田
生
産
組

合

角
田
市
島
田
字
瀬
上
一
二
番
一

角
田
市
尾
山
字
校
前
一
六
二
番
ほ
か
二
筆

26－
0019

農
事
組
合
法
人

舘
島
田
生
産
組

合

角
田
市
島
田
字
瀬
上
一
二
番
一

角
田
市
枝
野
字
高
島
一
〇
三
番
ほ
か
六
筆
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26－
0020

森　
　

勝
宏

角
田
市
尾
山
字
荒
町
五
二
番
一

角
田
市
尾
山
字
五
反
田
二
三
六
番
ほ
か
二

筆

26－
0021

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
島
田
字
島
田
西
七
九
番
ほ
か
二
筆

26－
0022

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
尾
山
字
五
反
田
一
五
四
番

26－
0023

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
尾
山
字
高
橋
九
五
番
ほ
か
四
筆

26－
0024

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
尾
山
字
校
前
三
〇
番
ほ
か
三
筆

26－
0025

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
藤
田
字
北
谷
地
七
〇
番
ほ
か
一
筆

26－
0026

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
藤
田
字
北
根
前
八
三
番
ほ
か
三
筆

26－
0027

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
藤
田
字
塩
ノ
作
二
七
番
ほ
か
一
筆

26－
0028

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
藤
田
字
台
田
八
七
番
一
ほ
か
二
筆

26－
0029

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
藤
田
字
北
根
前
一
三
二
番
ほ
か
一

筆

26－
0030 

株
式
会
社
コ
ロ

ナ
ア
グ
リ

新
潟
県
三
条
市
北
潟
甲
一
〇
四
番

一

角
田
市
藤
田
字
源
内
原
一
番

26－
0031

佐
藤　

竜
治

角
田
市
藤
田
字
馬
場
一
六
七

角
田
市
藤
田
字
北
谷
地
六
八
番
ほ
か
二
筆

26－
0032

佐
藤　

兵
榮

角
田
市
藤
田
字
南
中
山
六

角
田
市
藤
田
字
北
谷
地
六
七
番
ほ
か
四
筆

26－
0033

星　
　

光
彦

角
田
市
藤
田
字
六
角
四
一

角
田
市
藤
田
字
春
日
一
八
番
ほ
か
八
筆

26－
0034

渡
邊　

秀
剛

角
田
市
鳩
原
字
瀬
ノ
木
橋
一
九
番

一

角
田
市
鳩
原
字
川
前
二
番
二
四
ほ
か
六
筆

26－
0035

三
品　

典
俊

角
田
市
鳩
原
字
上
四
二

角
田
市
鳩
原
字
川
前
三
五
番
ほ
か
一
二
筆

26－
0036

渡
邊　

秀
剛 

角
田
市
鳩
原
字
瀬
ノ
木
橋
一
九
番

一

角
田
市
鳩
原
字
鳩
原
上
四
一
番
ほ
か
一
四

筆

26－
0037

佐
々
木
安
男

角
田
市
梶
賀
字
西
二
番
五

角
田
市
梶
賀
字
南
田
一
三
番
ほ
か
四
筆

26－
0038

芳
賀　
　

光

角
田
市
佐
倉
字
一
本
木
町
五
一

角
田
市
梶
賀
字
東
四
九
番
ほ
か
一
〇
筆

26－
0039

芳
賀　
　

光

角
田
市
佐
倉
字
一
本
木
町
五
一

角
田
市
梶
賀
字
東
六
番
ほ
か
六
筆

26－
0040

遠
藤　
　

愷

角
田
市
佐
倉
字
一
本
木
町
四
七

角
田
市
佐
倉
字
萱
場
二
四
八
番
ほ
か
一
四

筆 

26－
0041

合
資
会
社
ば
ば

農
場

角
田
市
神
次
郎
字
東
高
野
三

角
田
市
佐
倉
字
長
田
二
〇
一
番
ほ
か
一
筆

26－
0042

緑
川　

昭
造

角
田
市
佐
倉
字
佐
倉
町
四
二

角
田
市
佐
倉
字
萱
場
一
〇
三
番
ほ
か
二
筆

26－
0043

伊
藤　

一
成 

角
田
市
佐
倉
字
一
本
木
町
四
一

角
田
市
佐
倉
字
萱
場
二
三
六
番
ほ
か
五
筆

26－
0044

菊
田　

徳
彦

角
田
市
佐
倉
字
一
本
木
町
八

角
田
市
佐
倉
字
萱
場
二
〇
二
番
ほ
か
一
筆

26－
0045

宍
戸　

明
美

角
田
市
江
尻
字
前
原
四
〇
番
三

角
田
市
岡
字
土
浮
二
七
〇
番
ほ
か
二
筆

26－
0046

三
瓶　

隆
一

角
田
市
岡
字
新
橋
道
下
六
九

角
田
市
岡
字
内
谷
八
七
番
ほ
か
四
筆

26－
0047

中
島　

清
利

角
田
市
花
島
字
花
東
八
三

角
田
市
花
島
字
柳
花
一
四
〇
番
ほ
か
二
筆

26－
0048

中
島　

清
利

角
田
市
花
島
字
花
東
八
三

角
田
市
花
島
字
柳
花
一
七
一
番
ほ
か
八
筆

26－
0049

菊
田　

徳
彦

角
田
市
佐
倉
字
一
本
木
町
八

角
田
市
佐
倉
字
高
田
一
〇
三
番

26－
0050

遠
藤　

浩
司 

角
田
市
江
尻
字
西
浦
三
番
一

角
田
市
江
尻
字
前
原
五
番
ほ
か
五
筆

26－
0051

有
限
会
社
田
吾

作

角
田
市
君
萱
字
針
生
一
六

角
田
市
君
萱
字
長
井
戸
三
番
ほ
か
六
筆

26－
0052

有
限
会
社
田
吾

作

角
田
市
君
萱
字
針
生
一
六

角
田
市
君
萱
字
新
田
東
一
四
一
番
ほ
か
三

筆

26－
0053

三
瓶　

隆
一

角
田
市
岡
字
新
橋
道
下
六
九

角
田
市
岡
字
荒
西
四
九
番
ほ
か
七
筆

26－
0054

菊
地
三
喜
男

角
田
市
高
倉
字
鳥
屋
場
一
〇

角
田
市
高
倉
字
入
ノ
坊
一
二
番
ほ
か
六
筆

26－
0055

菊
地
三
喜
男

角
田
市
高
倉
字
鳥
屋
場
一
〇

角
田
市
高
倉
字
上
の
松
一
四
番
ほ
か
二
筆

26－
0056

井
上　

賢
也

角
田
市
高
倉
字
野
竹
入
三
六

角
田
市
横
倉
字
宮
西
六
五
番
ほ
か
五
筆

26－
0057

堀
米　

秀
敏 

角
田
市
高
倉
字
手
代
木
三
三
七

角
田
市
横
倉
字
後
田
二
七
番
ほ
か
四
筆

26－
0058

櫻
場　

正
弘

角
田
市
横
倉
字
新
田
一
六
四
番
一

角
田
市
笠
島
字
川
北
五
六
番
ほ
か
二
筆

26－
0059

菊
地
三
喜
男

角
田
市
高
倉
字
鳥
屋
場
一
〇

角
田
市
毛
萱
字
新
倉
田
三
五
番
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26－
0060

太
田　

正
好

角
田
市
佐
倉
字
町
裏
一
番
一
七
一

角
田
市
佐
倉
字
上
土
浮
五
七
番
一
ほ
か
一

〇
筆

26－
0061

森　
　

勝
宏

角
田
市
尾
山
字
荒
町
五
二
番
一

角
田
市
尾
山
字
校
前
三
六
番
ほ
か
一
筆

26－
0062

鎌
田
美
智
雄

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町
一
〇
八

大
河
原
町
字
東
四
六
一
番
ほ
か
一
筆

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海　

岸　

の　

名　

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

海
岸
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾
沿

岸

石
巻
漁
港

魚
町
地
区

海
岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ラ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と

ラ
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。
た
だ
し
、
河
川
区
域
を

除
く
。

基
点
Ａ
点　

石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二

－

一
六
番
地
内
四
等
三
角
点
石
巻

漁
港
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
四
二
・
一
六
三
六
秒
東
経
一
四
一
度
一
九

分
三
一
・
八
六
一
六
秒
）

イ
点　

基
点
Ａ
点
か
ら
四
〇
度
三
〇
分
一
三
七
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ
点　

イ
点
か
ら
八
六
度
三
〇
分
一
二
七
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ
点　

ロ
点
か
ら
一
七
六
度
三
〇
分
七
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ
点　

ハ
点
か
ら
二
六
六
度
三
〇
分
一
二
三
四
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ
点　

ニ
点
か
ら
一
七
六
度
三
〇
分
三
一
五
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

へ
点　

ホ
点
か
ら
二
六
六
度
三
〇
分
一
八
四
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト
点　

へ
点
か
ら
三
五
六
度
三
〇
分
三
一
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点　

ト
点
か
ら
二
六
六
度
〇
〇
分
六
八
二
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

リ
点　

チ
点
か
ら
一
七
六
度
〇
〇
分
一
七
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ
点　

リ
点
か
ら
二
一
九
度
三
〇
分
三
七
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ル
点　

ヌ
点
か
ら
一
七
六
度
〇
〇
分
二
五
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヲ
点　

ル
点
か
ら
一
三
三
度
〇
〇
分
四
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ワ
点　

ヲ
点
か
ら
二
二
三
度
〇
〇
分
五
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ
点　

ワ
点
か
ら
三
一
三
度
〇
〇
分
一
〇
六
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヨ
点　

カ
点
か
ら
三
四
四
度
三
〇
分
五
〇
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ
点　

ヨ
点
か
ら
六
一
度
三
〇
分
三
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

レ
点　

タ
点
か
ら
一
三
五
度
三
〇
分
三
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ
点　

レ
点
か
ら
八
六
度
〇
〇
分
一
三
四
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ
点　

ソ
点
か
ら
九
九
度
〇
〇
分
二
三
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ
点　

ツ
点
か
ら
八
六
度
〇
〇
分
七
〇
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ
点　

ネ
点
か
ら
一
七
六
度
三
〇
分
三
一
八
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ラ
点　

ナ
点
か
ら
八
六
度
三
〇
分
一
二
五
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
県
道
の
路
線
を
変

更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

整
理
番
号

旧
新
別

路　

線　

名

起　
　
　
　
　

点

終　
　
　
　
　

点

重
要
な
経
過
地

二
三
六

旧

払
川
町
向
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
払
川

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
町
向

　
　

　
　

新

払
川
町
向
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
払
川

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
白
山

　
　

　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

栗
駒
金
成
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
栗
駒
深
谷
宇
南
沢
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
栗
駒
深
谷
青
木
田
一
番
一
地
先
ま
で

前

一
五
・
五
〜

 

二
九
・
〇

 

二
五
・
九

後

一
五
・
五
〜

 

二
五
・
〇

 

二
五
・
九

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
三
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類　

区

域

の

所

在

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項　
　
　
　

縦
覧
場
所

宮
内
沢
１

土
石
流

角
田
市
小
田
字
宮
内
、
斗
蔵
、
黒
内
、
戸
ノ

内

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所

宮
内
沢
２

土
石
流

角
田
市
小
田
字
宮
内
、
斗
蔵
、
黒
内
、
戸
ノ

内
、
中
島

宮
内
沢
３

土
石
流

角
田
市
小
田
字
宮
内
、
斗
蔵
、
黒
内
、
戸
ノ

内
、
中
島

宮
内
沢
４

土
石
流

角
田
市
小
田
字
宮
内
、
黒
内
、
戸
ノ
内
、
福

田

黒
内
沢

土
石
流

角
田
市
小
田
字
暮
坪

北
沢
１

土
石
流

角
田
市
小
田
字
北
沢
、
豊
室
字
上
平

北
沢
２

土
石
流

角
田
市
小
田
字
北
沢

上
平
沢
１

土
石
流

角
田
市
豊
室
字
上
平
、
川
南
、
小
田
字
北
沢

上
平
沢
２

土
石
流

角
田
市
豊
室
字
上
平
、
川
南

畑
中
沢

土
石
流

角
田
市
笠
島
字
畑
中

牛
沢
１

土
石
流

角
田
市
高
倉
字
牛
沢

牛
沢
２

土
石
流

角
田
市
高
倉
字
牛
沢

牛
沢
３

土
石
流

角
田
市
高
倉
字
牛
沢

又
次
郎
内
沢

土
石
流

角
田
市
稲
置
字
又
次
郎
内

新
山
沢

土
石
流

角
田
市
高
倉
字
新
山

羽
黒
沢

土
石
流

角
田
市
毛
萓
字
羽
黒

新
町

急
傾
斜
地

の
崩
壊

角
田
市
高
倉
打
越
、
字
新
町

梅
ヶ
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

角
田
市
高
倉
字
手
代
木

戸
ノ
内

急
傾
斜
地

の
崩
壊

角
田
市
小
田
字
戸
ノ
内
、
坊
ヶ
入

南
馬
場
入
沢

－
１

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
田
字
馬
場
入

南
馬
場
入
沢

－
２

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
田
字
馬
場
入
、
神

原
、
割
石
、
戸
ノ
内
、
姥
沢
、
中
森
山

馬
場
入
沢

－

１

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
田
字
馬
場
入
、
神

原
、
割
石
、
戸
ノ
内
、
姥
沢
、
中
森
山

馬
場
入
沢

－

２

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
田
字
馬
場
入

神
原
沢

－

１

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
田
字
神
原
、
馬
場

入
、
戸
ノ
内
、
姥
沢
、
広
窪
山

神
原
沢

－

２

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
田
字
神
原
、
馬
場

入
、
戸
ノ
内
、
姥
沢
、
広
窪
山
、
滝
の
前
、

五
斗
蒔

北
向
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
北
向

滑
沢
西
の
沢

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
揚
枝
木
、
滑
沢

滑
沢

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
滑
沢

足
立
沢

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
滑
沢

南
足
立
沢

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
滑
沢
、
揚
枝
木

滑
沢
の
沢

－

１

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
滑
沢

滑
沢
の
沢

－

２

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
滑
沢

滑
沢
の
沢

－

３

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
滑
沢
、
揚
枝
木

滑
沢
の
沢

－

４

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
滑
沢

揚
枝
木
沢

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
揚
枝
木
、
滑

沢
、
星
城
山

内
沢

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
桜
内
、
寺
入
、

元
舘
、
馬
場
前
、
六
角
前
、
湯
内
前
、
社
地

神
、
舘
前
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寺
入
沢

土
石
流

柴
田
郡
村
田
町
大
字
足
立
字
寺
入
、
星
城

山
、
元
舘

小
倉
入
沢

－

１

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
上
川
名
字
小
倉
入
、
梅

沢
、
江
坪
、
入
、
寄
節

小
倉
入
沢

－

２

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
上
川
名
字
小
倉
入
、
梅

沢
、
江
坪
、
入

小
倉
入
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
上
川
名
字
小
倉
入
、
梅

沢
、
江
坪

押
茂
沢

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
上
川
名
字
押
茂
、
舘

山
、
四
軒
屋
道
上
、
清
水
、
竹
ノ
花
、
下
沢

滝
前
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
滝
ノ
前
、

川
名
沢
、
上
山
根
、
大
字
上
川
名
字
清
水

滝
前
沢

－

１

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
法
領
、
滝

ノ
前
、
川
名
沢
、
上
山
根
、
坂
本
前
、
大
字

上
川
名
字
清
水

坂
本
沢

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
坂
本
前
、

坂
本

坂
本
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
坂
本
前
、

坂
本
、
法
領
、
日
当
山

炭
釜
沢

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
炭
釜
、
日

当
山
、
下
山
根
、
坂
本
前

小
田
小
路
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
柴
田
町
船
迫
字
神
ノ
前

田
小
路

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
柴
田
町
船
迫
字
田
小
路

斎
川
橋
の
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
青
葉
南

日
向
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
青
葉
南

鷲
平
下
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
鷲
平
中

鷲
平
下
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
鷲
平
下

川
下
南
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
一
、
字
東
山
、

字
古
田

川
下
南
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
一

塩
ノ
貝
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
字
塩
ノ
貝
、
字
空
焼
、
字
砂

田

岩
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
岩

岩
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
岩

桂
の
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
桂
沢

一
之
畑
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

一
之
畑
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

一
之
畑
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

一
之
畑
沢
３

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

一
之
畑
沢
４

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

一
之
畑
沢
５

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

沼
尻
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

沼
尻
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

沼
尻
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

沼
尻
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

杉
ノ
入
沢
３

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
杉
ノ
入

沢
４

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
杉
ノ
入

二
又
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
杉
ノ
入

二
又
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
二
又

川
下

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
一

横
手
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
横
手
、
字
大
戸
、
字

登
木
戸

桂
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張

一
之
畑

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
一
之
畑
、
字
桂

沢
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片
倉

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
深
掘

青
葉
南
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
青
葉
南

川
下
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
川
下
一

杉
ノ
入

急
傾
斜
地

の
崩
壊

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
杉
ノ
入

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
四
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類　

区

域

の

所

在

地

縦

覧

場

所

竹
ノ
内
沢

土
石
流

角
田
市
稲
置
字
竹
ノ
内
、
字
又
次
郎
内
、
字

堤
下
、
字
中
ノ
内
前

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所

畑
中

地
す
べ
り

角
田
市
笠
島
字
畑
中

押
茂
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
上
川
名
字
押
茂
、
舘

山
、
四
軒
屋
道
上
、
清
水
、
下
沢
、
大
舘
山

滝
前
沢

－

２

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
法
領
、
滝

ノ
前
、
川
名
沢
、
大
字
上
川
名
字
清
水

坂
本
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
坂
本
前
、

坂
本

鷲
平
下
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
筆
甫
字
鷲
ノ
平
上
、
字
鷲
ノ

平
中
、
字
鷲
ノ
平
下
、
字
鷲
ノ
平
東

塩
ノ
貝
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
字
塩
ノ
貝
、
字
空
焼
、
字
砂

田

桂
の
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
桂
沢
、
字
一
之

畑
、
字
沼
尻

杉
ノ
入
沢

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
杉
ノ
入

杉
ノ
入
沢
２

土
石
流

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
川
張
字
杉
ノ
入

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
五
号

　

登
米
市
か
ら
登
米
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

登
米
市
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
緑
地
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

八
号　

防
災
緑
地
二
号

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

宮　　城　　県　　公　　報（9）　平成26年12月26日　金曜日 第2620号



　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

宮
城
県
石
巻
市
渡
波
町
三
丁
目
、
幸
町
、
長
浜
町
、
松
原
町
、
渡
波
字
浜
曽
根
山
、
同
字
長
浜
、
魚
町
三
丁
目

地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
四
十
号
釜
大
街
道
線
及
び
三
・
三
・
十
一
号
石
巻
工
業
港
曽
波
神
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

宮
城
県
石
巻
市
中
屋
敷
一
丁
目
、
新
館
一
丁
目
、
新
館
三
丁
目
、
中
浦
一
丁
目
、
中
浦
二
丁
目
、
三
ツ
股
二
丁

目
、
三
ツ
股
四
丁
目
、
築
山
一
丁
目
、
築
山
二
丁
目
、
大
街
道
南
二
丁
目
及
び
大
街
道
南
四
丁
目
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

１　

種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

２　

名
称

　
　

石
巻
駅
周
辺
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

１　

収
用
の
部
分

　
　

宮
城
県
石
巻
市
穀
町
地
内

２　

使
用
の
部
分

　
　

宮
城
県
石
巻
市
穀
町
地
内公　

　
　

告

〇
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
の
財
政
状
況
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。　　
　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

ス
ク
ー
ル
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
の
購
入　

七
千
四
百
七
十
三
ラ
イ

セ
ン
ス

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
教
育
企
画
室　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
宮
城
株
式
会
社　

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
一
番
二
十
三
号

五　

落
札
金
額　

二
千
八
百
二
万
一
千
九
百
五
十
六
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札
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七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
七
日

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八

－

五

－

三
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八

－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
条
の
四
中
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八

－

六

－

三
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八

－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
条
の
四
中
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁

決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

国
土
交
通
大
臣　

太
田　

昭
宏

二　

事
業
の
種
類 　

一
般
国
道
四
十
五
号
改
築
工
事
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
町
道
、
普
通
河
川
及
び
農
業
用
道
路
付
替
工

事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
立
沢

地　

番

地　
　
　

目

地　
　
　
　
　
　

積

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積　
　
　

登
記
簿

現　

況

公　
　
　

簿

実　
　
　

測

一
二
四
番
四

九

山
林

山
林

四
六
、
二
七
九
平
方

メ
ー
ト
ル

四
六
、
二
八
四
・
二

九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
、
九
五
七
・
六

三
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

勝
雄

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
七
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

ち
よ
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
八
五
番
地
三

亡
吉
田
昭
五　

相
続
人

　

持
分
九
七
分
の
一

　

吉
田　

信
吾

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
五
九
番
地

持
分
九
七
分
の
一

熊
谷　

正
雄

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
九
八
番
地

持
分
九
七
分
の
一

熊
谷　

義
政
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宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
九
一
番
地

持
分
九
七
分
の
一

熊
谷　

義
雄

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
助
作
一
番
地
一　

志
津
川
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
仮
設
住
宅
一

－

一

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

や
す
子

宮
城
県
多
賀
城
市
鶴
ケ
谷
二
丁
目
九
番
一
六
号

持
分
九
七
分
の
一

錦
部　

昭
一

宮
城
県
登
米
市
迫
町
北
方
字
大
洞
六
九
番
地
八

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

茂

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
九
五
番
地

持
分
九
七
分
の
一

菅
原　

と
し
の

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
二
七
番
地

持
分
九
七
分
の
一

佐
藤　

喜
久
夫

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
一
七
番
地

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

幸
司

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
七
番
地

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

榮
六

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
八
三
番
地
五

持
分
九
七
分
の
一

菅
原　

嘉
男

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
九
三
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

清

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
九
八
番
地

亡
菅
原
安
文　

相
続
人

　

不
明

　

た
だ
し
、

　

亡
菅
原
安
文　

法
定
相
続
人

　

持
分
二
九
一
分
の
一

　

菅
原　

安
之

　

宮
城
県
塩
竈
市
錦
町
二
〇
番
三
二
号

　

持
分
二
九
一
分
の
一

　

菅
原　

嘉
之

　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
北
町
四
番
二
〇

－

六
〇
四
号

　

持
分
二
九
一
分
の
一

　

原　

久
美
子

　

東
京
都
八
王
子
市
大
楽
寺
町
三
四
二

－

六
白
富
士
ハ
イ
ツ
二
〇
三

持
分
九
七
分
の
一

尾
形　

政
明

宮
城
県
多
賀
城
市
笠
神
五
丁
目
一
二
番
二
一
号

亡
佐
藤
徳
松　

相
続
人

　

持
分
九
七
分
の
一

　

佐
　

香
代
子

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
一
七
番
地
一

亡
髙
橋
正
治
郎　

相
続
人

　

不
明

　

た
だ
し
、

　

亡
髙
橋
正
治
郎
の
法
定
相
続
人
で
あ
る
次
の
者
の
全
員
又
は
一
部
の
者

　

持
分
九
七
分
の
一

　

髙
橋　

正
平

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
番
地

　

髙
橋　

み
の
る

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
三
〇
三
番
地

　

髙
橋　

正
子

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
一
九
〇
番
地
一　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム　

い
こ
い
の
海
あ
ら
と
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千
葉　

美
佐
子

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
雷
前
一
六
番
地
二

　

髙
橋　

正
彦

　

宮
城
県
多
賀
城
市
山
王
字
三
千
刈
六
番
地
の
一
七　

ク
レ
ー
ル
コ
ー
ト
Ｙ
Ｕ

－

一
〇
一
号

　

渡
邊　

養
二

　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
向
山
四
丁
目
一
二
番
二
〇
号　

ケ
ヤ
キ
ハ
イ
ツ
一
〇
一

　

渡
邊　

涼
子

　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
向
山
四
丁
目
一
二
番
二
〇
号　

ケ
ヤ
キ
ハ
イ
ツ
一
〇
一

　

渡
邊　

真
治

　

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
向
山
四
丁
目
一
二
番
二
〇
号　

ケ
ヤ
キ
ハ
イ
ツ
一
〇
一

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

東
男

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
一
九
〇
番
地
一　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム　

い
こ
い
の
海
あ
ら
と

亡
荻
野
徹
雄　

相
続
人

　

持
分
九
七
分
の
一

　

荻
野　

弘
昭

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
八
一
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

遠
　

吉
德

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
六
四
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

嵩

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
四
二
番
地

亡
佐
藤
善
治　

相
続
人

　

不
明

　

た
だ
し
、

　

亡
佐
藤
善
治　

法
定
相
続
人

　

持
分
五
八
二
分
の
一

　

佐
藤　

善
文

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
八
七
番
地

　

持
分
五
八
二
分
の
一

　

佐
　

善
德

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
天
王
山
一
〇
六
番
地

　

持
分
五
八
二
分
の
一

　

齋
藤　

は
つ
よ

　

宮
城
県
気
仙
沼
市
三
日
町
三
丁
目
一
番
一
号　

市
営
六
〇
二

　

持
分
五
八
二
分
の
一

　

西
村　

か
お
る

　

神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
富
岡
西
七
丁
目
四
二
番
一
五
号　

第
一
伊
勢
山
荘
五
号

　

持
分
五
八
二
分
の
一

　

北
沼　

は
つ
子

　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
寺
岡
三
丁
目
五
番
地
の
一
〇

　

持
分
二
七
一
六
分
の
一

　

花
曲　

雅
子

　

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
桜
本
二
丁
目
四
四
番
一
〇

－

二
〇
五
号　

サ
ニ
ー
パ
レ
ス

　

持
分
八
一
四
八
分
の
一
一

　

中
武　

綾
子

　

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
皇
徳
寺
台
三
丁
目
三
九
番
一
号

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

忠

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
五
五
番
地

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

清
喜

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
五
四
番
地

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

え
い
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
五
三
番
地

持
分
九
七
分
の
一　

遠
藤　

民
與

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
八
三
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一　

佐
藤　

宣
世
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宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
九
二
番
地
四

持
分
九
七
分
の
一

佐
藤　

さ
つ
き

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
一
九
〇
番
地
一　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム　

い
こ
い
の
海
あ
ら
と

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

梅
太
郎

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
九
二
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

文
好

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
八
八
番
地

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

弘
治

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
一
六
番
地
三

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

福
德

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
九
七
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

菅
原　

新
吾

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
二
〇
〇
番
地

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

德
治

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
一
四
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

正
一

兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
魚
崎
北
町
四
丁
目
一
三
番
一
四
号

持
分
九
七
分
の
一

佐
藤　

泰
治

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
五
九
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

キ
リ
ヨ

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
三
一
番
地

持
分
九
七
分
の
一

日
野　

進

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
〇
九
番
地
一

亡
遠
藤
登
喜
夫　

相
続
人

　

持
分
九
七
分
の
一

　

遠
藤　

久

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
一
三
番
地

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

重
官

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
六
四
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

照
男

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
六
三
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

正

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
石
森
字
加
賀
野
一
丁
目
一
五
番
地
五

持
分
九
七
分
の
一

日
野　

重
喜

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
四
二
番
地

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

盛

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
六
七
番
地
一

亡
日
野
重
貞　

相
続
人

　

不
明

　

た
だ
し
、

　

亡
日
野
重
貞
の
法
定
相
続
人
で
あ
る
次
の
者
の
全
員
又
は
一
部
の
者

　

持
分
九
七
分
の
一

　

原
品　

ル
リ

　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
三
百
人
町
一
四
三
番
地　

陽
光
ハ
イ
ツ
Ａ

－

一
〇
一

　

佐
々
木　

ひ
ろ
み　

　

三
重
県
四
日
市
市
大
字
西
阿
倉
川
一
四
九
〇
番
地
二
一　

ア
ッ
プ
ル
パ
ー
ク
一
〇
三
号
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日
野　

嘉
浩

　

住
所
不
明　

た
だ
し
、
判
明
し
た
最
終
の
住
所
「
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
三
九
番
地
」

　

日
野　

嘉
徳

　

住
所
不
明　

た
だ
し
、
判
明
し
た
最
終
の
住
所
「
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
三
九
番
地
」

亡
佐
藤
正
七　

相
続
人

　

持
分
九
七
分
の
一

　

佐
藤　

善
文
（
再
掲
）

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
八
七
番
地

亡
高
橋
孫
三　

相
続
人

　

持
分
九
七
分
の
一

　

髙
橋　

正
弘

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
五
六
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

善
壽

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
八
八
番
地

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

正
和

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
三
〇
一
番
地

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

善
勝

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
二
五
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一　

髙
橋　

き
よ
こ

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
一
五
番
地

亡
遠
藤
源
作　

相
続
人

　

持
分
九
七
分
の
一

　

遠
藤　

元
子

　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
二
一
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

勝
典

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
一
九
四
番
地
三

持
分
九
七
分
の
一

錦
部　

榮
二

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
三
五
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

善
作

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
〇
八
番
地

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

ま
つ
の

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
八
九
番
地

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

正
吾

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
九
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

萬

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
八
四
番
地
三

持
分
九
七
分
の
一

錦
部　

久
紀

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
二
三
番
地
七

亡
日
野
昭　

相
続
人

　

不
明

　

た
だ
し
、

　

亡
日
野
昭
の
法
定
相
続
人
で
あ
る
次
の
者
の
全
員
又
は
一
部
の
者

　

持
分
九
七
分
の
一

　

日
野　

あ
け
み

　

東
京
都
江
戸
川
区
東
小
岩
三
丁
目
二
四
番
一
一
号　

　

日
野　

勝

　

東
京
都
武
蔵
村
山
市
中
原
一
丁
目
三
番
地
の
三

　

日
野　

昭
彦

　

東
京
都
武
蔵
村
山
市
本
町
二
丁
目
一
三
番
地
の
一
一

　

及
川　

敬
子

　

宮
城
県
大
崎
市
古
川
駅
前
大
通
五
丁
目
四
番
一
五
号　

秀
岳
ビ
ル

－

ハ
ッ
ピ
ー
美
容
室
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日
野　

啓
喜

　

山
形
県
山
形
市
飯
田
西
四
丁
目
一
〇
番
三
五
号
ハ
イ
ツ
神
尾
一
〇
二
号

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

繁
男

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
〇
四
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

孝
吉

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
四
四
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

一
男

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
二
番
地

持
分
九
七
分
の
一　

遠
　

裕
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
三
八
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

遠
　

春
喜

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
二
七
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

常
喜

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
八
二
番
地

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

政
弘

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
六
三
番
地
三

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

長
也

宮
城
県
登
米
市
南
方
町
鴻
ノ
木
三
五
番
地
一　

イ
オ
ン
南
方
跡
地
二
期
仮
設
住
宅
二
七
号
棟
九

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

貞
彦

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
三
〇
二
番
地

持
分
九
七
分
の
一

三
浦　

信
雄

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
七
四
番
地

持
分
九
七
分
の
一

佐
藤　

妙
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
二
三
番
地

持
分
九
七
分
の
一

熊
谷　

敏

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
九
六
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

强

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
三
〇
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

菅
原　

三
千
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
九
五
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

日
野　

正
亮

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
四
番
地
四

持
分
九
七
分
の
一

熊
谷　

幸
治

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
八
六
番
地

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

長
義

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
三
〇
三
番
地

持
分
九
七
分
の
一

錦
部　

育
美

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
九
一
番
地

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

敦
子

宮
城
県
登
米
市
南
方
町
雷
一
七
八
番
地
六

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

晃
二

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
九
番
地
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持
分
九
七
分
の
一

佐
　

さ
き
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
九
八
番
地

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

弥
四
治

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
五
六
番
地

持
分
九
七
分
の
一

川
上　

か
つ
よ

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
五
番
地

持
分
九
七
分
の
一

熊
谷　

清
孝

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
八
四
番
地
二

持
分
九
七
分
の
一

荻
野　

貴

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
沼
田
一
五
〇
番
地
五
六

持
分
九
七
分
の
一

佐
藤　

浩

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
平
貝
一
八
二
番
地
五

持
分
九
七
分
の
一

日
野　

重
德

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
四
〇
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

阿
部　

宮
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
権
現
六
六
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

佐
藤　

正
志

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
一
二
二
番
地
三

持
分
九
七
分
の
一

佐
　

市
治

東
京
都
江
戸
川
区
西
葛
西
五
丁
目
一
〇
番
二
六

－

四
二
六
号

持
分
九
七
分
の
一

遠
藤　

孝
一

宮
城
県
登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
佐
沼
二
丁
目
二
番
地
一
八

持
分
九
七
分
の
一

本
間　

優
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
廻
館
九
八
番
地

持
分
九
七
分
の
一

髙
橋　

隆

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
川
平
二
丁
目
二
〇
番
二
三
号

持
分
九
七
分
の
一

日
野　

し
ん
子

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
三
四
番
地
一

持
分
九
七
分
の
一

吉
田　

一

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
一
〇
〇
番
地

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

な
し

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
八
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

　

国
土
交
通
大
臣
起
業
の
一
般
国
道
四
十
五
号
改
築
工
事
及
び
こ
れ
に
伴
う
普
通
河
川
及
び
農
業
用
道
路
付
替
工
事
に

係
る
土
地
収
用
事
件
（
国
道
四
十
五
号
立
沢
事
件
）
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
六
日
（
月
）
午
後
二
時
か
ら

二　

場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

九
階　

第
一
会
議
室

三　

審
理
事
項　

右
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

　

国
道
四
十
五
号
立
沢
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ

の
交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
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宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

通
知
す
べ
き
書
類

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日
付
け
宮
収
第
四
十
四
号　

審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知
書

二　

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

日
野　

嘉
浩　

 
住
所
不
明　

た
だ
し
、
判
明
し
た
最
終
の
住
所
「
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二

三
九
番
地
」

　
　

日
野　

嘉
徳　

 

住
所
不
明　

た
だ
し
、
判
明
し
た
最
終
の
住
所
「
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二

三
九
番
地
」

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

　

鳴
瀬
川
中
流
部
改
修
工
事
鎌
巻
二
号
事
件
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の

で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

送
達
す
べ
き
書
類

　
　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

二　

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

　
　

久
保　

美
惠
子　

 Rua M
oacir A

vidos, 592 A
partam

ento 1102-Pr Corner-V
ictoria-Espirito Santo 

Brasil 
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